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〇 信 託 業 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 内 閣 府 令 第 百 七 号 ）  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破

線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 を 加 え る 。   

改 正  後  改 正  前  

（ 廃 業 等 の 公 告 等 ）  

第 五 十 条  法 第 四 十 一 条 第 三 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、 官 報

若 し く は 時 事 に 関 す る 事 項 を 掲 載 す る 日 刊 新 聞 紙 に 掲 載 す る 方 法 又

は 電 子 公 告 （ 会 社 法 第 二 条 第 三 十 四 号 に 規 定 す る 電 子 公 告 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に よ っ て し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 官

報 又 は 時 事 に 関 す る 事 項 を 掲 載 す る 日 刊 新 聞 紙 に 掲 載 す る 方 法 に よ

り す る 信 託 会 社 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 掲

示 の 内 容 を 当 該 信 託 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 す る 方 法 に よ り 公 衆

の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

一 そ の 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 人 以 下 で あ る 場 合  

二 そ の ウ ェ ブ サ イ ト が な い 場 合  

（ 廃 業 等 の 公 告 等 ）  

第 五 十 条  法 第 四 十 一 条 第 三 項 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る 公 告 は 、 官 報

の ほ か 、 時 事 に 関 す る 事 項 を 掲 載 す る 日 刊 新 聞 紙 に 掲 載 す る 方 法 又

は 電 子 公 告 （ 会 社 法 第 二 条 第 三 十 四 号 に 規 定 す る 電 子 公 告 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） に よ っ て し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

［ 号 を 加 え る 。 ］  

［ 号 を 加 え る 。 ］  

［ ２ ～ ５ 略 ］  ［ ２ ～ ５ 同 上 ］  

  

（ 読 替 規 定 ）  

第 五 十 一 条 の 九  法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 者 に つ い て は

信 託 会 社 （ 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 五 条 に あ っ て

は 、 管 理 型 信 託 会 社 ） と み な し て 、 第 八 条 、 第 十 七 条 か ら 第 二 十 三

条 ま で 、 第 二 十 五 条 、 第 二 十 九 条 、 第 三 十 七 条 か ら 第 四 十 一 条 の 八

ま で 、 第 四 十 八 条 （ 第 一 項 第 三 号 、 第 七 号 及 び 第 十 号 か ら 第 十 二 号

（ 読 替 規 定 ）  

第 五 十 一 条 の 九 ［ 同 上 ］  
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ま で 並 び に 第 二 項 を 除 く 。 ） 、 第 五 十 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 及 び 第

五 十 一 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中

「 信 託 業 務 」 と あ り 、 及 び 「 信 託 業 」 と あ る の は 、 「 信 託 法 第 三 条

第 三 号 に 掲 げ る 方 法 に よ っ て す る 信 託 に 係 る 事 務 」 と す る ほ か 、 次

の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 同 表 下 欄 に 掲

げ る 字 句 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

［ 略 ］  

第 五 十 条 第 一 項  法 第 四 十 一 条 第 三 項

又 は 第 五 項  

法 第 四 十 一 条 第 三 項  

  電 子 公 告 （ 会 社 法 第

二 条 第 三 十 四 号 に 規

定 す る 電 子 公 告 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  
電 子 公 告 （ 公 告 の 方 法

の う ち 電 磁 的 方 法 （ 会

社 法 第 二 条 第 三 十 四 号

（ 定 義 ） に 規 定 す る 電

磁 的 方 法 を い う 。 ） に

よ り 不 特 定 多 数 の 者 が

公 告 す べ き 内 容 で あ る

情 報 の 提 供 を 受 け る こ

と が で き る 状 態 に 置 く

措 置 で あ っ て 同 号 に 規

定 す る も の を と る 方 法

を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

 こ れ ら  同 項  

［ 略 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  

 

 

 

 

 

 

［ 同 上 ］  

第 五 十 条 第 一 項  法 第 四 十 一 条 第 三 項

又 は 第 五 項  

法 第 四 十 一 条 第 三 項  

  電 子 公 告 （ 会 社 法 第

二 条 第 三 十 四 号 に 規

定 す る 電 子 公 告 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  

電 子 公 告 （ 公 告 の 方 法

の う ち 電 磁 的 方 法 （ 会

社 法 第 二 条 第 三 十 四 号

（ 定 義 ） に 規 定 す る 電

磁 的 方 法 を い う 。 ） に

よ り 不 特 定 多 数 の 者 が

公 告 す べ き 内 容 で あ る

情 報 の 提 供 を 受 け る こ

と が で き る 状 態 に 置 く

措 置 で あ っ て 同 号 に 規

定 す る も の を と る 方 法

を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

   

［ 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 同 上 ］  



 

3 

  

（ 特 定 大 学 技 術 移 転 事 業 に 係 る 信 託 に つ い て の 特 例 ）  
第 五 十 三 条 ［ 略 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  

４  承 認 事 業 者 に つ い て は 信 託 会 社 （ 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並

び に 第 二 十 五 条 に あ っ て は 、 管 理 型 信 託 会 社 ） と み な し て 、 第 八

条 、 第 十 七 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で 、 第 二 十 五 条 、 第 二 十 八 条 か ら 第

三 十 条 ま で 、 第 三 十 一 条 か ら 第 四 十 一 条 の 八 ま で 、 第 四 十 八 条 （ 第

一 項 第 三 号 、 第 四 号 、 第 七 号 及 び 第 十 号 か ら 第 十 二 号 ま で 並 び に 第

二 項 を 除 く 。 ） 、 第 五 十 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 及 び 第 五 十 一 条 の 規

定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同

表 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 同 表 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

［ 略 ］  

第 五 十 条 第 一 項  法 第 四 十 一 条 第 三 項

又 は 第 五 項  

法 第 四 十 一 条 第 三 項  

   

  電 子 公 告 （ 会 社 法 第

二 条 第 三 十 四 号 に 規

定 す る 電 子 公 告 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  

電 子 公 告 （ 公 告 の 方 法

の う ち 電 磁 的 方 法 （ 会

社 法 第 二 条 第 三 十 四 号

（ 定 義 ） に 規 定 す る 電

磁 的 方 法 を い う 。 ） に

よ り 不 特 定 多 数 の 者 が

公 告 す べ き 内 容 で あ る

情 報 の 提 供 を 受 け る こ

（ 特 定 大 学 技 術 移 転 事 業 に 係 る 信 託 に つ い て の 特 例 ）  

第 五 十 三 条 ［ 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 同 上 ］   

４ ［ 同 上 ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 同 上 ］  

第 五 十 条 第 一 項  法 第 四 十 一 条 第 三 項

又 は 第 五 項  

法 第 四 十 一 条 第 三 項  

  電 子 公 告 （ 会 社 法 第

二 条 第 三 十 四 号 に 規

定 す る 電 子 公 告 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  

電 子 公 告 （ 公 告 の 方 法

の う ち 電 磁 的 方 法 （ 会

社 法 第 二 条 第 三 十 四 号

（ 定 義 ） に 規 定 す る 電

磁 的 方 法 を い う 。 ） に

よ り 不 特 定 多 数 の 者 が

公 告 す べ き 内 容 で あ る

情 報 の 提 供 を 受 け る こ
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と が で き る 状 態 に 置 く

措 置 で あ っ て 同 号 に 規

定 す る も の を と る 方 法

を い う 。 以 下 同 じ 。 ）     

 こ れ ら  同 項  

［ 略 ］  

［ ５ ・ ６ 略 ］  

と が で き る 状 態 に 置 く

措 置 で あ っ て 同 号 に 規

定 す る も の を と る 方 法

を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

   

［ 同 上 ］  

［ ５ ・ ６ 同 上 ］  

  

（ 標 識 の 様 式 等 ）  

第 七 十 五 条 ［ 略 ］  

（ 標 識 の 様 式 ）  

第 七 十 五 条 ［ 同 上 ］  

２  信 託 契 約 代 理 店 は 、 法 第 七 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 に 供 す

る 措 置 を す る と き は 、 当 該 信 託 契 約 代 理 店 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 す

る 方 法 に よ り し な け れ ば な ら な い 。  

［ 項 を 加 え る 。 ］  

３  法 第 七 十 二 条 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 は

、 第 五 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

［ 項 を 加 え る 。 ］  
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別紙様式第 10号（第 42 条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４）  

年度事業報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出 

 商 号      

 所在地 

 代表者の役職氏名  

（記載上の注意） 

［略］ 

別紙様式第 10号（第 42 条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４）  

年度事業報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出 

 商 号           

 所在地 

 代表者の役職氏名      

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

 ① 役員及び使用人の総数 

     当期末現在における信託業に従事する役員及び使用人に

ついて記載すること。この場合において、当該使用人の総

数が20名以下であるときは、当期末現在におけるその常時

使用する従業員の数を欄外に注記すること。なお、役員等

に法人が含まれる場合には「○名、○社」と区別して記載

すること。「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数

を記載すること。 

   ② ［略］ 

［⑸～⑼ 略］ 

２ ［略］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

 ① 役員及び使用人の総数 

     当期末現在における役員及び使用人について記載するこ

と。なお、役員等に法人が含まれる場合には「○名、○

社」と区別して記載すること。 

 

 

 

 

   ② ［同左］ 

［⑸～⑼ 同左］ 

２ ［同左］ 

  

別紙様式第 10号の２（第 42 条第１項関係） 別紙様式第 10号の２（第 42 条第１項関係） 
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（日本産業規格Ａ４）   

年度事業報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出  

商 号 

主たる支店の所在地 

日本における代表者の氏名 

（記載上の注意） 

［略］ 

（日本産業規格Ａ４）   

年度事業報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出  

商 号                   

主たる支店の所在地 

日本における代表者の氏名          

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

  ［⑴・⑵ 略］ 

⑶ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

  当期末現在における信託業に従事する役員及び使用人に

ついて記載すること。この場合において、当該使用人の総

数が20名以下であるときは、当期末現在におけるその常時

使用する従業員の数を欄外に注記すること。なお、役員等

に法人が含まれる場合には「○名、○社」と区別して記載

すること。「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数

を記載すること。 

② ［略］ 

［⑷～⑻ 略］ 

２ ［略］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

  ［⑴・⑵ 同左］ 

⑶ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

当期末現在における役員及び使用人について記載するこ

と。なお、役員等に法人が含まれる場合には「○名、○

社」と区別して記載すること。 

 

 

 

 

② ［同左］ 

［⑷～⑻ 同左］ 

２ ［同左］ 

  

別紙様式第 10号の３（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

別紙様式第 10号の３（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
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第  期自己信託報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出 

商号                

所在地               

代表者の役職氏名          

（記載上の注意） 

［略］ 

第  期自己信託報告書 
年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日提出 

商号                

所在地               

代表者の役職氏名          

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１・２ 略］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

当期末現在における役員及び使用人について記載するこ

と。なお、役員等に法人が含まれる場合には「○名、○社」

と区別して記載すること。また、内訳として信託事務従業者

の役員及び使用人を記載すること。「使用人」欄は、臨時雇

員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

② ［略］ 

［⑸～⑺ 略］ 

２ ［略］ 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

当期末現在における役員及び使用人について記載するこ

と。なお、役員等に法人が含まれる場合には「○名、○社」

と区別して記載すること。また、内訳として信託事務従業者

の役員及び使用人を記載すること。 

 

② ［同左］ 

［⑸～⑺ 同左］ 

２ ［同左］ 

  

別紙様式第 10号の４（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

第  期事業報告書 年  月  日から 
年  月  日まで 

別紙様式第 10号の４（第 42条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

第  期事業報告書 年  月  日から 
年  月  日まで 
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年  月  日提出 

（ふりがな） 
商号又は名称             

（ふりがな） 
代表者氏名              

代表者の役職             

主たる営業所又は事務所の 
所 在 地 

（記載上の注意） 

［略］ 

年  月  日提出 

（ふりがな） 
商号又は名称             

（ふりがな） 
代表者氏名              

代表者の役職             

主たる営業所又は事務所の 
所 在 地 

（記載上の注意） 

［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

   当期末現在における信託業に従事する役員（外国法人の

場合は、国内における支店に駐在する役員、②において同

じ。）及び使用人について記載すること。この場合におい

て、当該使用人の総数が20名以下であるときは、当期末現

在におけるその常時使用する従業員の数を欄外に注記する

こと。なお、役員等に法人が含まれる場合には「○名、○

社」と区別して記載すること。「使用人」欄は、臨時雇員

及び嘱託を除く員数を記載すること。 

   ② ［略］ 

［⑸・⑹ 略］ 

２ ［略］ 

（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ 役員及び使用人の状況 

① 役員及び使用人の総数 

   当期末現在における役員（外国法人の場合は、国内にお

ける支店に駐在する役員、②において同じ。）及び使用人

について記載すること。なお、役員等に法人が含まれる場

合には「○名、○社」と区別して記載すること。 

 

 

 

 

   ② ［同左］ 

［⑸・⑹ 同左］ 

２ ［同左］ 

  

別紙様式第 20号（第 75 条第１項関係） ［略］ 別紙様式第 20号（第 75 条関係） ［同左］ 
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別紙様式第 21号（第 79 条関係） 

（日本産業規格Ａ４）   

信託契約代理業務に関する報告書  
年  月  日から 
 
年  月  日まで 

年  月  日提出   

（ふりがな） 
商号又は名称                    

（ふりがな） 
代表者氏名               

代 表 者 の 役 職             

主たる営業所又は事務所 
の 所 在 地 

［１．～５． 略］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 

３．役員及び使用人の状況 

当期末現在における信託契約代理業に従事する役員及び使用人

について記載すること。この場合において、当該使用人の総数が

20 名以下であるときは、当期末現在におけるその常時使用する従

業員の数を欄外に注記すること。なお、「使用人」欄は、臨時雇

員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

［４．・５． 略］ 

別紙様式第 21号（第 79 条関係） 

（日本産業規格Ａ４）   

信託契約代理業務に関する報告書  
年  月  日から 
 
年  月  日まで 

年  月  日提出   

（ふりがな） 
商号又は名称               

（ふりがな） 
代表者氏名               

代 表 者 の 役 職             

主たる営業所又は事務所 
の 所 在 地 

［１．～５． 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

３．役員及び使用人の状況 

当期末現在における役員及び使用人について記載すること。 

 

 

 

 

［４．・５． 同左］ 

  

別紙様式第 22号（第 79 条関係） 別紙様式第 22号（第 79 条関係） 
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（日本産業規格Ａ４）   

信託契約代理業務に関する報告書  
年  月  日から 
 
年  月  日まで 

年  月  日提出   

（ふりがな） 
氏 名                

住 所             

主たる営業所又は事務所 
の 所 在 地 

［１．～５． 略］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 

３．役員及び使用人の状況 

当期末現在における信託契約代理業に従事する使用人について

記載すること。この場合において、当該使用人の総数が 20名以下

であるときは、当期末現在におけるその常時使用する従業員の数

を欄外に注記すること。なお、「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱

託を除く員数を記載すること。 

［４．・５． 略］ 

（日本産業規格Ａ４）   

信託契約代理業務に関する報告書  
年  月  日から 
 
年  月  日まで 

年  月  日提出   

（ふりがな） 
氏 名                

住 所             

主たる営業所又は事務所 
の 所 在 地 

［１．～５． 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

３．役員及び使用人の状況 

当期末現在における使用人について記載すること。 

 

 

 

 

［４．・５． 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

 

 


